


新年のご挨拶新年のご挨拶

　会員の皆様、新年あけましておめでとうござ

います。ご家族お揃いで健やかに新春を迎え

られたことと心よりお慶び申し上げます。平素

より大宮法人会の事業に深いご理解とご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年の日本経済を振り返りますと、米国を

はじめ各国の通商政策や食料品価格の上昇

など懸念材料が続きました。しかしながら、個

人消費や企業の設備投資が景気をけん引し、

緩やかな回復基調を維持しました。イベントも

景気の下支えに機能しました。大阪万博は半

年間にわたり開催され、多くの来場者で賑わ

い、黒字化を達成するとともにサービス消費

を押し上げました。木造建築の大規模展示や

最新科学技術の紹介など見どころも多く、国

内外から注目を集めました。金融面では「金利

のある世界」へと移行し、預貸金とも金利が上

昇しました。また、株式市場では日経平均株価

が初めて5万円を突破し、最高値を更新しまし

た。こうした動きは、物価高や関税の逆風を跳

ね返し、日本経済がデフレから正常化へ歩み

を進めた一年であったといえます。

　埼玉県経済も全国同様に持ち直しが続きま

した。自動車関連企業が多い本県では米国関

税の影響が懸念されましたが、個人消費と設

備投資が景気を支えました。

　新年の日本・埼玉県経済も回復基調が続く

と見込まれますが、不確実性は高く、いくつか

のリスクに注意が必要です。第一に米国関税

の影響です。多くの製商品で2.5％から15％へ

引き上げられ、今後企業収益を圧迫し、賃金

への物価反映が弱まる懸念があります。第二

に食料品価格の上昇です。米価をはじめ食料

品の高止まりが続けば、購入頻度が高いだけ

に消費者物価をさらに押し上げ、消費を冷え

込ませる可能性があります。第三に人手不足の

深刻化です。供給制約が経済成長を抑える一

方で、物価上昇圧力を強める恐れがあります。

人手をかけずに業務を進める仕組みづくりや

生産性向上の工夫が一層求められます。

　本年は午
うま

年であり、十二支の中で「陽」の

「火」に属し、行動力やスピード、エネルギー

を象徴します。景気回復が続き、企業活動も

干支のごとく力強く進展することを期待したい

ところです。そのためにも会員相互が協力し、

地道な経営努力を重ね、良き経営者を目指す

姿勢が大切だと思います。

　結びに、会員の皆様のさらなるご発展を祈

念申し上げるとともに、今後とも法人会活動へ

のご理解とご協力をお願いし、新年のご挨拶

といたします。

公益社団法人 大宮法人会

会長　小山　和也
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新年のご挨拶新年のご挨拶

　明けましておめでとうございます。
　公益社団法人大宮法人会の皆様方におか
れましては、健やかに新春を迎えられたことと
お慶び申し上げます。
　旧年中は、小山会長はじめ、役員、会員の
皆様方には、税務行政に深いご理解と多大な
ご支援を賜り心から感謝申し上げます。

　早いもので、私も昨年7月に着任して半年が
経ちましたが、この間、大宮法人会の様々な活
動に触れさせていただきました。税理士会や
金融機関を含めた四者協議会における会員増
強活動、青年部会の創立40周年記念行事、
女性部会の税に関する絵はがきコンクール事
業など、いずれの活動も会員の方々が真摯か
つ熱心に取り組んでおられる姿が印象的でし
た。また、直接は拝見しておりませんが、青年
部会による小学生対象の租税教室も独自に
工夫を凝らした内容で大変好評であると伺っ
ております。さらに、11月の「税を考える週
間」では、独自の公開講演会の開催や、大宮
税務連絡協議会の一員として「大宮区民ふれ
あいフェア」での広報活動や納税表彰式への
参加などにもご尽力いただき、われわれ税務
署側も大変心強く感じております。今後も、地
域のオピニオンリーダーとして、また、税務行
政の良き理解者として引き続き変わらぬご支
援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いい
たします。

　さて、国税庁では、“あらゆる税務手続が税
務署に行かずにできる社会”を目標に各種手
続のデジタル化を進めているところですが、現
在、e-Tax申告法人の割合は全体の約90％に
達しており、そのうち4社に3社がALL e-Tax
（添付書類を含めたe-Tax）で申告いただい
ております。ALL e-Taxには、業務の効率
化、ペーパーレス化、コスト削減などのメリット
がありますので、会員の皆様におかれまして
は、更なる利用者の拡大に向けたご協力をお
願いいたします。
　また、まもなく令和7年分の所得税等の確定
申告時期を迎えますが、国税庁では、スマー
トフォン等の日常使い慣れたツールから簡単・
便利に申告等の手続きを行うことができる環
境を構築し、“書かない確定申告”の実現を目
指しております。国税庁ホームページの確定申
告書等作成コーナーでは、スマートフォン向け
の専用画面を提供しており、マイナポータル連
携を利用することで確定申告書の該当項目へ
控除証明書等の金額を自動入力することがで
きます。会員の皆様並びに社員・ご家族の皆
様におかれましては、マイナポータル連携を利
用したマイナンバーカードによる自宅e-Tax・
スマホ申告を積極的にご活用いただきますよ
うお願いいたします。

　結びに当たり、令和8年が皆様にとって幸多
き年となりますことを祈念申し上げまして、新
年の挨拶とさせていただきます。

大宮税務署

署長　本川　弘
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新年のご挨拶新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。

　令和8年の年頭に当たり、謹んで新年のご

挨拶を申し上げます。

　公益社団法人大宮法人会の皆様におかれ

ましては、お健やかに新春をお迎えのこととお

慶び申し上げます。また、平素より税理士会の

活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。

　大宮法人会におかれましては、公開講演会

をはじめ多岐にわたる活動を積極的に推進さ

れ、税のオピニオンリーダーとして会員企業の

発展のみならず、地域振興にも寄与されており

ますことに、深く敬意を表します。

　昨年は、大阪では大阪・関西万博、東京で

は世界陸上が開催されるなど、活気に包まれ

た一年となりました。一方で、世界情勢への不

安は長引き、国内においては物価の高騰、円

安や人手不足など私たちの暮らしや企業経営

にも大きな影響を及ぼしました。世界情勢や

経済社会の変化に対して、然るべき対応が求

められていると感じています。

　さて、税制面では、令和5年10月よりインボ

イス制度が開始され、令和6年は定額減税、令

和7年には基礎控除・給与所得控除の引上げ

や特定親族特別控除の創設などが行われまし

た。これらの税制の変革に対し、大宮法人会

の皆様におかれましては、周知、普及、定着に

向けご尽力を賜り、重ねて御礼申し上げます。

　税理士会大宮支部におきましても、急速に

進展するデジタル化や昨今複雑化する各種税

制に的確に対応してまいる所存です。

　令和5年度は「会務の健全化・効率化」、令

和6年度は「将来を見据えた会務」、令和7年

度は「貢献と還元」をスローガンに掲げ、税務

相談や租税教室などを積極的に実施してまい

りました。地域住民や地域社会への一層の貢

献に努めてまいりますので、引き続き変わらぬ

ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。

　これまで支えてきていただいた皆様に深く

感謝の意を表するとともに、税理士法第１条

に規定する税理士の使命を踏まえ、納税者の

信頼に応えるべく、不易流行の精神を胸に今

後とも望んで参ります。引き続きご理解・ご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人大宮法人会のさらな

るご発展と、会員の皆様のご繁栄を心より祈

念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき

ます。

関東信越税理士会大宮支部

支部長　川中　宣治
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Operation 
法人会からのご案内

令和8年度　税制改正提言活動令和8年度　税制改正提言活動

令和7年度　納税表彰式令和7年度　納税表彰式

令和7年11月26日（水）
地元選出の国会議員3名に税制改正の要望活動を行いました。

11月19日（水）ソニックシティ市民ホールにて納税表彰式が開催され、大宮法人会から
2名の方が受彰されました。

枝野幸男衆議院議員へ（議員事務所を訪問）

高木まり参議院議員へ（議員事務所を訪問）

熊谷裕人参議院議員へ（議員事務所を訪問）

　「税制改正に関する提言」を取りま
とめるにあたり、毎年3月頃、全会員を
対象とした税制改正アンケートをお願
いしています。� 　
　その結果が本提言に生かされます。
ご協力をお願いいたします。� 　

受彰者
常任理事　進藤　博司 氏

関東信越国税局長納税表彰

受彰者
副会長　蓜島　一弘 氏

大宮税務署長納税表彰
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中学生の「税についての作文」で「大宮法人会長賞」に選ばれた作品を掲載します。

大宮法人会長賞

大阪万博から学んだ税金の力

さいたま市立宮原中学校　2年　八木澤　拓真

　みなさんは大阪・関西万博を知っていますか？

　これは2025年に大阪で開催される「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、「いのちを

救う」「いのちに力を与える」「いのちをつなぐ」をサブテーマにし、日本だけでなく世界中から注

目されている日本のイベントです。大阪市の人工島・夢洲を会場として、世界約150の国や国際機

関が参加しています。

　会場では、最先端の医療技術やロボット、環境にやさしいエネルギー、持続可能な都市のアイ

デアなどが紹介されています。

　この大阪万博の開催には、大きな費用がかかっています。会場の整備、交通インフラの拡充、

警備、運営など、必要な支出は約2350億にまでおよびます。そしてその資金の一部は、私たちの

親や、大人が納めている税金によって成り立っています。

　税金というと、多くの人が取られるものとして考えがちですが、税金とは社会を支えるための共

同のしくみです。学校や病院、警察、消防、道路、上下水道など、私たちが安心して生活するため

の基盤は、すべて税金で成り立っています。

　大阪万博でも会場を整備するための工事、道や電車などの交通整備などにも税金が使われて

います。見えないところでは、水道や電気の工事もあります。これらは、万博に来るたくさんの人々

のために、とても重要なことです。

　では、なぜ税金を使ってまで万博を開く必要があるのでしょうか。

　それは、万博が単なるイベントではなく、未来の社会をつくるものだからです。万博では新しい

技術やアイデアが発表され、それを体験した人々が「こんな未来を実現したい」と思うからではな

いでしょうか。人々がそう思うことで、社会全体に良い影響が広がると思います。

　また会場のために使われた地下鉄や道路は、万博が終わった後もずっと使われ続けます。なの

で万博に使われた税金は一度だけのものではなく、この先の生活に必要なのです。

　私はこのことから、税金には未来を支える力があると感じました。今の生活を守るだけでなく、

未来のために使われていることがわかった。ですが、税金の使い方は常に考える必要があります。

それに使うのは本当に必要なのかといった意見が出るのも大切だと思います。ですが、自分たち

にはできないのでせめて一人一人が税金の役割や意味を知ることで、よりよい社会につながると

思いました。

　私はこのことから税金は自分たちの未来をつくり上げるものだと実感しました。
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Operation 
法人会からのご案内

事 業 報 告

税を考える週間講演会
１１月５日（水）、税を考える週間（１１月１１
日～１７日）に先駆けて地域社会貢献活動
として、公開講演会を開催しました。
本川大宮税務署長が「税を考える週間」
について講話され、税理士・産業能率大
学大学院講師　臼倉真純氏を講師に迎え

「AI・電子帳簿時代における経理の在り
方」と題し講演頂きました。会員他、一般
の方を含め、４４名の参加を頂きました。

大宮区民ふれあいフェア
１０月２５日（土）大宮区 ソニックシティにて

「大宮区民ふれあいフェア」が開催され、関連団体
から納税啓発のための物品配布を行いました。

西区ふれあいまつり
１１月８日（土）西区 三橋総合公園にて

「西区ふれあいまつり」が開催され、税金クイズ
などを実施しました。

「税を考える週間」優秀作品展示会
11月11日（火）～21日（金）大宮西口DOMショッ
ピングセンターにて「税を考える週間」作文・標
語・絵はがき優秀作品展示会が開催されました。

１１月２日（日）北区 市民の森にて
「北区民まつり」が開催され、理事、支部役員11
名が参加しました。

北区民まつり
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Operation 
法人会からのご案内

Operation 
法人会からのご案内

事 業 報 告

女性部会より寄贈を行いました
社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団様へ
タオル・マスクなどの寄贈を行いました。

女性フォーラム北海道大会
９月１８日（木）女性フォーラム北海道大会に参加
し、来年度の埼玉大会開催に向けてPRしました。

企業財務セミナー
１０月２９日（水）大宮法人会会議室にて
講師に中澤貞則氏を迎え「企業の財務分析と
キャッシュフロー経営のすすめ」を実施しました。

１１月６日（木）ソニックシティ会議室にて
「自主点検チェックシート及び年末調整説明会」
を実施しました。

税務セミナー

労務管理基礎セミナー
９月１１日（木）大宮法人会会議室にて
講師に柳生英珠氏を迎え「労務管理基礎セミ
ナー」を実施しました。

９月2４日（水）ソニックシティ会議室にて
講師に大宮年金事務所の担当者を迎え「在職老
齢年金のしくみ」を実施しました。

年金セミナー
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Operation 
法人会からのご案内

Operation 
法人会からのご案内

事 業 報 告

女性部会　県外研修会
11月17日（月）～18日（火）女性部会の県外研修会
が静岡県で開催され、12名が参加しました。MOA
美術館、沼津御用邸記念公園を見学しました。

１１月２５日（火）ソニックシティ市民ホールにて
「税に関する絵はがきコンクール表彰式」が開
催されました。（表彰作品はP９を参照）

女性部会 絵はがきコンクール表彰式

　平素より、法人会の事業活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
来年度より年会費の改定を予定しております。10月に個別のご案内文書を郵送させていただきましたので、ご
確認をよろしくお願いいたします。
　会員の皆さまにはご負担をお願いすることとなりますが、より良いサービスの提供に努めてまいりますので、
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

年会費改定のお知らせ
会員の皆さまへ

改定内容 【新年会費】令和８年度（令和８年４月１日）より改定
（正会員）
資本金	 500万円以下 年額会費� 9,000円
資本金	 500万円超　1,000万円以下 年額会費� 18,000円
資本金	 1,000万円超　2,000万円以下 年額会費� 24,000円
資本金	 2,000万円超 年額会費� 30,000円

（賛助会員）	 年額会費は8,400円とする。
（途中入会の会費）入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。
【現年会費】令和７年度（令和８年３月31日）まで採用
（正会員）
資本金	 300万円以下 年額会費� 5,000円
資本金	 300万円超	 500万円以下 年額会費� 8,000円
資本金	 500万円超　1,000万円以下 年額会費� 12,000円
資本金	 1,000万円超　2,000万円以下 年額会費� 18,000円
資本金	 2,000万円超 年額会費� 24,000円

（賛助会員）	 年額会費は5,000円とする。
（途中入会の会費）入会の日の属する月が10月以降のときは年会費を規定の1/2とする。

※�お知らせはホームページにも掲載しております。ご不明な点は事務局までお問い
合わせください。引続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 お問い合わせは　大宮法人会　事務局
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さいたま市立大砂土小学校
山口　来宮さん

さいたま市立大砂土小学校
大田　美羽さん

さいたま市立大宮南小学校
品川　美晴さん

さいたま市立上小小学校
髙附　藍里さん

さいたま市立七里小学校
徳留　快秋さん

さいたま市立大砂土小学校
小林　陽希さん

さいたま市立上小小学校
中野　美晴さん

さいたま市立馬宮東小学校
長澤　莉緒さん

さいたま市立上小小学校
河瀬　結乃さん

さいたま市立馬宮東小学校
小久保　結菜さん

さいたま市立宮前小学校
城戸　夢彩さん

さいたま市立宮前小学校
米田　紗稀さん

さいたま市立七里小学校
益崎　陽芽さん

さいたま市立上小小学校
阿部　安里さん

公益社団法人大宮法人会　http://www.omiya-hojinkai.or.jp

第10回

税に関する
ぜい かん 絵はがき絵はがきコンクールコンクール公益社団法人 

大宮法人会女性部会

大宮法人会では、租税教育活動の一環として、女性部会が主体となり、小学校6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を
実施しました。令和7年度は、大宮管内小学校37校の応募の中から20作品を選び表彰させていただきました。
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たくさんの
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ありがとう！

次回の応募
待ってま～す
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さいたま市立七里小学校
徳留　快秋さん

さいたま市立大砂土小学校
小林　陽希さん

さいたま市立上小小学校
中野　美晴さん

さいたま市立馬宮東小学校
長澤　莉緒さん

さいたま市立上小小学校
河瀬　結乃さん

さいたま市立馬宮東小学校
小久保　結菜さん

さいたま市立宮前小学校
城戸　夢彩さん

さいたま市立宮前小学校
米田　紗稀さん

さいたま市立七里小学校
益崎　陽芽さん

さいたま市立上小小学校
阿部　安里さん

公益社団法人大宮法人会　http://www.omiya-hojinkai.or.jp

第10回

税に関する
ぜい かん 絵はがき絵はがきコンクールコンクール公益社団法人 

大宮法人会女性部会

大宮法人会では、租税教育活動の一環として、女性部会が主体となり、小学校6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を
実施しました。令和7年度は、大宮管内小学校37校の応募の中から20作品を選び表彰させていただきました。
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さいたま市立上小小学校
和泉　詩さん
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たくさんの
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ありがとう！

次回の応募
待ってま～す
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第41回 第41回 法人会全国大会法人会全国大会（高知大会）（高知大会）開催開催
　全全法連主催による第４１回法人会全国大会が10月16日（木）高知市の高知県立県民文化ホールにおいて、全国
から約1,600名の会員が参加して開催されました。
　当日は、令和８年度税制改正に関する提言の報告や青年部会による租税教育活動の事例発表等が行われました。
　第一部の「記念講演」では、元 ローソン・ジャパン社長　一般社団法人ＳＤＧｓソーシャルデザイン協会 名誉顧問 都
築冨士男氏による「変化の時代の経営、危機をチャンスに」という演題でご講演を頂きました。
　第二部の式典では、「税制改正提言」が報告され、「大会宣言」が朗読されました。

令和8年度　税制改正スローガン
◦社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要
　将来世代にツケを回さない仕組み作りを！
◦「金利のある世界」への回帰を踏まえ、金融市場の動揺を招かない財政運営を！
◦企業への過度な社会保険料負担を抑制し、中小企業の活性化に資する税制措置を！
◦本格的な事業承継税制を確立し、地域経済と雇用の担い手の中小企業を守れ！

全国法人会総連合　斎藤会長の挨拶 税制改正提言報告

大会宣言大会宣言
　われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営者
の団体」として、「税制改正に関する提言」や「租税教育」、
企業の税務コンプライアンス向上に資する「自主点検チェッ
クシート」の普及など、税を中心とする活動を全国で積極的
に展開し、広く社会へ貢献している。
　我が国の財政は、コロナ禍への緊急対応で政府が大規模な
財政出動に踏み切ったことから、長期債務残高が１,３００兆円
を超えるなど、さらに悪化することとなった。
　昨年、日本銀行はマイナス金利政策を解除し、「金利のあ
る世界」に回帰したが、今後も金利の上昇が続けば、国債の
利払い費も増えて財政を圧迫しかねない。財政健全化は国
家的課題であり、本格的な歳出・歳入の一体的改革を進める
ことが重要である。
　一方、経済を取り巻く環境は急速に変化している。食料や
エネルギーなどの価格高騰を契機に消費者物価も上昇し、
デフレ期からインフレ期への転換期に突入するなど国民生活

や産業に大きな影響を与えている。
　特に、中小企業の経営環境は深刻化する人手不足や継
続的な賃上げ等により、厳しさが増している。さらに、米国のト
ランプ関税の影響は今後、本格化する恐れがあり、経済の先
行きを不透明にしている。
　地域経済や雇用の担い手である中小企業は、日本経済の
礎でもある。その中小企業の活性化を促進するためには、税
財政上のきめ細かな支援が不可欠である。そのため、法人
会は「中小企業の活性化に資する税制措置」、「事業承継
税制の拡充」等を中心とする「税制改正に関する提言」の実
現を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人会は、全国
の会員企業の総意として、以上宣言する。

令和7年１０月16日
全国法人会総連合　全国大会

Operation 
法人会からのご案内
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令和8年度 税制改正に関する提言（要約）

基本的な課題

Ⅰ．税・財政改革のあり方

◦�日本でも「金利のある世界」に回帰した経済環境を考慮し、
金融市場の動向も見据えた税・財政運営が欠かせない。

１．財政健全化に向けて

◦�今後、大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、有事
の際には膨大な財政需要が発生することも想定される。そ
うした事態が起きた場合でも、機動的な財政出動を可能に
するために財政健全化は必要な取り組みである。

（１）�参院選に向けた物価高対策の公約として、「消費税減
税」がクローズアップされたが、消費税率を引き下げた場
合の減税分は別の財源を確保するか、結局は国債に頼ら
ざるを得なくなる。物価高対策や低所得者対策は消費税
減税で対応するのではなく、真に支援が必要な人に限定
した給付措置が望ましい。

（２）�「こども・子育て政策」の財源は歳出改革に加え、医療保
険料に上乗せして徴収する「支援金制度」などで賄うとし
ているが、こうした支援金制度は社会保険料を少子化対
策に充てる実質的な「隠れ増税」と言わざるを得ない。ま
た、歳出改革が想定通りに行われなければ、結局は国債頼
みとなりかねない。

（３）�防衛力の抜本強化では防衛費を２０２７年度までの５年間
で総額４３兆円とすることを決定しているが、大半が歳出
改革や決算剰余金の活用で財源を捻出することとしてお
り、財源としての安定性を欠いている。日本を取り巻く安
全保障環境が厳しさを増す中で、着実に防衛力を強化す
るためにも安定財源の確保が重要である。

２．社会保障制度に対する基本的考え方

◦�中小企業の社会保険料負担は年々増加しており、事業主へ
の過度な保険料負担を抑制しつつ、女性の就労や人材確
保の観点から、配偶者控除や第３号被保険者制度の問題
を含め、税と社会保障を一括して議論しなければならない。

（１）�いわゆる「１０６万円の壁」への対応として、扶養から外れ
る人の保険料の一部を勤務先が負担する場合、国が上限
を設けて助成する等の「保険料負担軽減措置」が設けら
れているが、一時的な措置にとどまっており、安定的な制
度の構築が求められる。

（２）�公的年金については、厚生年金の積立金を財源に充当す
る基礎年金の底上げが検討されている。抜本的な制度改
革は、老後の生活設計に影響するテーマであり、省庁間
の壁を取り払い、与野党が一体となって幅広く議論する必
要がある。

（３）�少子化対策については、現金給付よりも保育所や学童保
育等の環境整備、保育士の待遇改善などの現物給付に
重点を置くべきである。高校授業料の無償化も所得制限
が撤廃されることとなったが、これは国会審議で予算を成
立させるため、少数与党が野党の要求を受け入れて急遽
決定したものである。このため、高校授業料無償化に伴う
影響評価や財源が担保されているとは言えない。公平性
の観点からも課題を残しており、与野党による精緻な議論
を求めたい。

（４）�医療は成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な
規制改革を進める。また、社会保障給付の急増を抑制す
るためには診療報酬（本体）の配分等を見直すとともに、
ジェネリック（後発医薬品）の安定した供給体制を確立す
る必要がある。薬剤費を抑制する観点からセルフメディ
ケーション税制の対象となる医薬品などの拡充も欠かせ
ない。

（5）�介護保険については、制度の持続性を高めるために真に
介護が必要な者とそうでない者とにメリハリをつけ、医療
と同様に公平性の視点から給付及び負担のあり方を見直
す。また、生活保護については、高齢者の増加に伴って給
付の増加も見込まれており、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止など厳格な運用が求められ
る。

３．行政改革の徹底等

◦�国・地方の財政健全化は、歳出・歳入の一体的改革によっ
て進めることが重要である。地方を含めた政府・議会は「ま
ず隗より始めよ」の精神に基づき、自ら身を削って行政改革
を推進しなければならない。

（１）�国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑制を
求める。また、調査研究広報滞在費（旧文通費）や政務活
動費等の適正化。

（２）�厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の効率的な要
員配置と、能力を重視した賃金体系の導入などによる人
件費の抑制。

（３）�「第２の予算」とも呼ばれる特別会計と各省庁が管轄する
独立行政法人の無駄の削減。

（４）�官業に対してＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルを
確立し、事業のチェック等を継続的に実施することを求め
る。また、積極的に民間活力を導入した民需主導の自律
的な経済成長。

４．マイナンバー制度について

◦�政府は引き続きマイナンバー制度の意義を周知するととも
に、行政事務のコストカットに資する等、その具体的な効用
を国民や事業者に明示するなどして、マイナンバーカードの
利用拡大を促す必要がある。
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◦�マイナンバーカードと電子認証にはそれぞれ異なる有効期
限が設定されており、行政窓口で更新手続きをする必要が
ある。国民の幅広い利用を促進するためにも周知徹底を図
りながら、更新手続きの簡略化も進めなければならない。
◦�マイナンバー法等の改正によって利用範囲は一部拡大さ
れたが、どこまで広げるかは今後の重要な課題である。すで
に年金や給付金などの公金の受け取り口座としてマイナン
バーと銀行口座を紐付ける取り組みも進んでいるが、これ
を拡大して世帯所得を把握することができるようになれば、
例えば経済対策で支援が必要な困窮世帯に限定して現金
を給付する措置を講じるなどの効率化も可能となる。

５．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

◦�人手不足や継続的な賃上げなど中小企業が抱える構造的
な課題を解決するためには、中小企業自らの経営改革も重
要になる。そうした改革に取り組むためには、新たな付加価
値の創出につながるような支援策も必要である。また、中小
企業経営者の高齢化が指摘されている中で、中小企業が
保有する独自の技術やサービスを引き継ぎ、地域のサプラ
イチェーン（供給網）機能を維持するため、それぞれの事情
に応じたきめ細かな事業承継を後押しする必要がある。

１．中小企業の活性化に資する税制措置

（１）�法人税率について� �
　近年、大法人に適用される法人税率の引き上げを検討
する動きもあるが、不透明な経済情勢等に鑑み、慎重に
議論することが求められる。

（２）�法人税率の軽減措置� �
　中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則化
すべきである。また、昭和５６年以来、８００万円以下に据え
置かれている軽減税率の適用所得金額を、黒字中小企業
の平均所得を踏まえ１，６００万円程度に引き上げること。

（3）�中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置� �
　中小企業の技術革新など経済活性化に資する税制措
置については、制度を拡充したうえで本則化すること。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充
したうえ、中小企業の厳しい経営環境を踏まえ「中古
設備」を含める。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、物価が上昇していること等を踏まえ、取
得価額要件を３０万円未満から５０万円未満に引き上げ
るとともに、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃
し全額を損金算入とすることを求める。なお、それが直
ちに困難な場合は、令和８年３月末日となっている適用
期限を延長すること。

③スタートアップのための、きめ細やかな財政・税制支援
が必要である。

（4）�中小企業等の設備投資支援措置� �
　「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計画
に係る固定資産税特例」等を適用するに当たっては、手
続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦課期日）が
迫った申請や認定について弾力的に対処することを求め
る。なお、「カーボンニュートラル投資促進税制」は、令和
８年３月末日が適用期限となっていることから適用期限を
延長すること。

（5）�償却資産に対する課税の見直し� �
　固定資産税における償却資産に対する課税は、企業
の設備投資意欲を阻害する要因ともなっていることから、
諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含めて抜本的に見
直すこと。

（6）�中小企業の事務負担軽減� �
　インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正によ
る電子データ保存の義務化対応に加え、定額減税や所
得税の改正により、源泉徴収事務や年末調整事務が毎
年見直されるなど、事業者の事務負担、納税協力コストは
年々増加している。人手不足が深刻化する中において、こ
うした事務負担の増大はとくに経営基盤が決して強固で
はない中小企業にとって、重い負担となっていることを政
府は強く認識する必要がある。

2．事業承継税制の拡充

（１）�事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継
税制の創設� �
　事業継続に資する相続については、事業従事を条件と
して他の一般資産とは切り離し、非上場株式を含めて事
業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設
を求める。

（２）�取引相場のない株式の評価の見直し� �
　この度、会計検査院は国税庁に対し、相続等により取
得した取引相場のない株式等の評価制度のあり方につ
いて、検討を求める所見を示した。その評価制度を見直
すにあたっては、取引相場のない株式は上場株式と異な
り、換金性に乏しい点なども総合的に考慮する必要があ
る。

（３）�相続税、贈与税の納税猶予制度の充実� �
　特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）と特例
制度の適用期限（令和９年１２月末日）が近付いているこ
とから、期限の延長を求める。なお、期限が延長されな
いのであれば、これまでの一般措置は使い勝手が悪く適
用件数が低調であることを踏まえ、一般措置の適用要件
（対象株数、納税猶予割合、雇用確保要件等）を大幅に
緩和すること。

3．消費税への対応

（１）�課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価格の
引き下げや取引の停止などの不利益を与えないよう、実
効性の高い対策を講じるべきである。
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（２）�免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置につい
て、小規模事業者等が取引から排除されないよう、８０％
控除できる期間を当面の間、延長すること。

（３）�小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置（２割
特例）について、小規模事業者等における消費税事務が
定着するまで当面の間、延長すること。

（４）�消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス制度
の導入に伴ってより重要な課題となっている。消費税の
制度、執行面において、さらなる対策を講じる必要があ
る。

Ⅲ．地方のあり方

◦�地方経済の活力を今後も維持しながら、地方の活性化を促
すためには東京一極集中の是正が急務である。地方自身
がそれぞれの特色や強みを生かした活性化戦略を練り上
げ、民間主体の創意工夫を駆使することで新たな地場技
術やビジネス手法を開発していかなければ、地方独自の真
の活性化にはつながらないと考えるべきである。

（１）�地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠点強化
税制を見直すなど、さらなる本社機能移転を促進するとと
もに、地元の特性に根差した技術の活用や地元大学との
連携などによる技術集積づくりや人材の育成、地元商店
街の活性化等、実効性のある改革を実行する必要があ
る。中小企業の事業承継は地方創生戦略との観点から
も重要だと認識すべきである。

（２）�地方自治体は、広域行政による効率化について検討すべ
きである。基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図り、
財政基盤の強化につなげながら行政能力の向上に資す
る施策を求める。

（３）�ふるさと納税は、寄付先を納税者の出身自治体に限定す
るなど、さらなる見直しが必要である。また、必要経費は
寄付総額の５割以下とする基準が設けられているが、より
多くの寄付金が寄付した地域のために活用されるよう、
事務手数料のあり方等を含め、制度設計の見直しが欠か
せない。

Ⅳ．自然災害への対応

◦�東日本大震災からの復興については、これまでの効果を十
分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、原発事故
への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必要がある。
また、最近では能登半島地震をはじめ、大きな地震や台風
などの大規模な自然災害が相次いで発生している。東日本
大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立った適切な
支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復
興等に向けて取り組まなければならない。

◦�政府と自治体は自然災害等の緊急事態に備える企業の危

機管理として、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定をさらに促す
ため、税財政を通じた支援を強化する必要がある。

Ⅴ．その他
１．納税環境の整備
２．環境問題への対応
３．租税教育の充実

税目別の具体的課題

１．法人税関係

（１）�役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は損金算入とすべき
②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき

（２）中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件緩和
（３）中小企業の欠損金繰戻還付制度の見直し

２．所得税関係

（１）基幹税としての所得再分配機能の回復
（２）各種控除制度の見直し
（３）個人住民税の均等割

３．相続税・贈与税関係

（１）相続税の基礎控除の見直し
（２）贈与税の基礎控除の引き上げ

４．地方税関係

（１）固定資産税の抜本的見直し
（２）事業所税の廃止
（３）超過課税
（４）法定外目的税

５．その他

（１）印紙税の廃止
（２）配当に対する二重課税の見直し
（３）電子申告の促進
（４）森林環境税の検証
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税務署からのお知らせ
Notice
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税務署からのお知らせ
Notice
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県税からのお知らせ
Notice

給与支払報告書・源泉徴収票の提出は「eLTAX（エルタックス）」で ! !
　「eLTAX」を利用すれば、給与支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な
源泉徴収票の電子申告（e-Tax）用のデータも同時に作成し、一括して「eLTAX」で一元的に送信すること
ができます。
　また、地方税共通納税システムを
使えば、オフィスや自宅に居ながらに
して、パソコンからすべての地方公共
団体に対して電子納税ができ、複数
の地方公共団体に対しても一度の操
作で電子納税が可能です。
　利用開始手続きなど詳しくは、
eLTAXホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp/）を
ご覧ください。

お問合せ：県税務課（TEL：048-830-2651）
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最近の県内経済
Economic

緩やかに持ち直している。

1 生産活動 一進一退

2 設備投資 持ち直している

◦�8月の鉱工業生産指数（季節調整済）は、101.4で前月比3.3％低下（2か月ぶりの低下）した。化学（医薬品）、汎用
機械（コンベヤ、空気圧機器）などが上昇したが、輸送機械（航空機用部品、乗用車）、食料品（チョコレート類、めん
類）などが低下した。

◦�出荷指数（同）は、96.4で同8.2％低下（2か月ぶりの低下）した。業務用機械（精密測定機）、汎用機械（空気圧機
器、コンベヤ）などが上昇したが、輸送機械（航空機用部品、乗用車）、化学（医薬品、化粧品）などが低下した。

◦�在庫指数（同）は、99.2で同1.0％低下（3か月ぶりの低下）した。パルプ・紙・紙加工品（段ボール原紙、雑板紙）、
情報通信機械（金銭登録機（端末機能付）、ガス警報器）などが上昇したが、輸送機械（乗用車、けん引車）、プラス
チック製品（プラスチック製容器、発泡プラスチック製品）などが低下した。

◆ �汎用・生産用・業務用機械の生産指数(季節調整済)は、111.9で前月比0.8％上昇し、2か月連
続の上昇となった。

◆ �電子部品・デバイス(同)は、58.5で同7.4％低下し、4か月ぶりの低下となった。
◆ �輸送機械(同)は、118.6で同26.4％低下し、2か月連続の低下となった。
◆ �化学(同)は、121.6で同29.2％増加し、3か月ぶりの上昇となった。
◆ �食料品(同)は、94.6で同4.8％低下し、2か月ぶりの低下となった。

◦�9月の民間建築着工床面積（非居住用）は、216千
㎡で前年比34.4％減少した（5か月後方移動平均で
は、前年比40.3％減少）。

◦�用途別にみると、事務所、店舗は増加したものの、工
場及び作業場、倉庫、学校の校舎、病院・診療所は減
少した。

◦�8月の資本財出荷指数（季節調整済）は104.4で、前
月比10.9％減少した（5か月後方移動平均では、前
年比11.3％減少）。

◦�当研究所が7～8月にかけて実施した県内企業の
2025年度設備投資計画額は、前年度比3割程度の
増加となっている。

鉱工業生産・出荷・在庫指数（季節調整済） （2020年＝100）
主要業種の生産指数（季節調整済）
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4 住宅建設 弱含んでいる 5 雇用情勢 緩やかに持ち直している

3 個人消費 緩やかに持ち直している

◦�個人消費は、緩やかに持ち直している。
◦�9月の百貨店およびスーパーの販売額（店舗調整前）は、百
貨店は101億円で前年比6.3％減（15か月連続の減少）、
スーパーは1,126億円で同7.0％の増加（36か月連続の増
加）となった。また、コンビニ販売は586億円で同3.0％増加
（17か月連続の増加）した。食料品は節約志向による買上
点数の減少傾向が見られたが、単価上昇により販売額は伸
長した。

◦�また、乗用車販売は、前年比6.8％減と3か月連続の減少と
なった。内訳をみると、普通車が同3.5％減（3か月連続の
減少）、小型車が同22.8％減（3か月連続の減少）、軽自動
車が同0.4％減（3か月連続の減少）となった。物価高騰や
車両値上げによる購買意欲の低下の影響もあり販売が減
少した。

◦�9月の新設住宅着工戸数は、4,608戸で前年比6.5％
増加した（5か月後方移動平均では2.8％減）。利用関
係別にみると、持家（1,026戸）が同4.1％減、分譲マン
ション（169戸）が同41.9％減、分譲一戸建て（1,024
戸)が同1.2％減となったものの、貸家（2,321戸）が同
22.5％増となった。

◦�9月の有効求人倍率(就業地別、季節調整値)は、
1.15倍で前月比0.01㌽低下した。新規求人倍率
(同)は、2.05倍で同比0.03㌽低下した。

◦�また、完全失業率（南関東、原数値）は、2.7％で前年
同月比0.2％上昇した（前年同月比2か月連続の上
昇）。

◦�9月の専門量販店販売額は792億円で前年比
2.2％増と36か月連続で増加した。内訳をみる
と、家電大型専門店が180億円で同2.5％増（2
か月連続の増加）、ドラッグストアが438億円で
同3.6％増（40か月連続の増加）、ホームセンター
が174億円で同1.3％減（2か月連続の減少）と
なった。

◦�家電大型専門店では、買い替え需要が伸長した
パソコン、残暑の影響を受けたエアコンなどの
販売が増加した。

◦�ホームセンターでは、昨年増加した防災用品の
反動減の影響もあり2か月連続で前年割れした。
◦�関東１都６県の消費者態度指数（原数値）は、8月
〈35.5〉、9月〈35.8〉、10月〈36.3〉と推移している。
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出所 ： ㈱ぶぎん地域経済研究所ホームページより
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経済コラム
Column

問われるシニアのための職場環境の整備
株式会社ぶぎん地域経済研究所

専務取締役　チーフエコノミスト　大西　浩一郎

　シニアの皆さんの就業が活発です。内閣府「令和6年版高齢社会白書」によれば、65～69歳の就業率
（人口に占める就業者の割合）は52.0％で、過去10年間で＋13.3％ポイントも上昇し、70～74歳の就
業率も10年間で＋10.7％ポイント高まり34.0％に達しています。労務管理面では、シニアの雇用機会を
確保し活躍を促進することを目的とした高年齢者雇用安定法が、①希望者全員の65歳までの雇用確保
の「義務」、②70歳までの就業確保の措置の「努力義務」を定めています。本年3月末に前者の「義務」
が全面発効したのを機に、当研究所では県内企業を対象にシニアの労務をテーマとするアンケート調査
を行いました（2025年7～9月、調査対象529社、回答企業153社、回答率28.9％）。

　まず、①「65歳までの雇用確保措置」については、「60歳定年で65歳まで継続雇用」が63.4％を占
めました。また、「65歳定年」は20.0％、「70歳定年」は3.4％、「定年廃止済み」は2.1％であり、これら
定年制度による対応先は約1/4となりました。こうした一歩踏み込んだ対応は規模の小さい先で目立ち
ます。少数精鋭の企業では、シニア雇用は法令の遵守というより、生き残り戦略に他ならないということ
です。

　また、努力義務である②「70歳までの就業確保措置」に関しては、「65歳以上の継続雇用（実施済
み）」が52.4％を占めるなど、継続雇用を軸に県内企業の積極的な姿勢が窺われます。一方、「70歳ま
での定年の引上げ」は実施済み・予定・検討中を合わせて9.1％、「定年制の廃止」については2.1％にと
どまります。目立つのは、業種別では非製造業、規模別では小さい先です。

　ところで、加齢に伴う身体機能の衰えなどから、シニアは労働災害の発生率が高くなったり、休業する
と長期化する傾向があったりするといいます。このためシニアの働く企業には、それに相応しい労務制度
の柔軟な運用や職場環境の整備が求められます。法令面でも、改正・労働安全衛生法により、2026年
4月から「高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置」を講ずること
が事業者の努力義務となります。

　この点、アンケートで③「シニア層の雇用を念頭に置いた取り組み内容」について尋ねたところ、「慣
れた仕事・得意分野への配置」（71.2％）、「勤務時間の柔軟な設定」（41.8％）など、制度運用の工夫
が上位に並びました。反面、「身体能力の低下に配慮したハードの整備」は6.2％にとどまり、また「特に
行っていない」先が15.1％に上りました。こうした点は、県内企業の課題であるように思われます。

　シニアの立場に立って考え、シニアへの思いやりを形に表すような職場環境整備のメリットは、シニア
の休業を原因とした業務停滞等のリスクの低減だけではありません。経営者の取り組み姿勢を冷静に
観察している現役層のロイヤリティ（自社への忠誠心）、エンゲージメント（自社に対する思い入れ）の強
化、ひいては生産性向上、離職防止にも資すると考えられます。行政による後押しを追い風に、シニア層
を念頭においた県内企業による職場環境の整備が加速・深化・拡大し、県内企業のサステナビリティが
より一層高まることを期待します。

＜筆者略歴＞ 大西　浩一郎
東京都八王子市出身。桐朋高校、東大経済学部卒業後、1990年、日本銀行入行。金融機構局考査役、盛岡事務所
長を経て2024年に退職。同年、株式会社ぶぎん地域経済研究所に入り、現在、専務取締役・チーフエコノミスト。
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新入会員ご紹介（令和7年9月～11月）
Members

支部 会員名 業種名

大
宮
区

（株）丑山型枠工業 型枠大工工事業（建設業）
（株）HAS A HEART その他サービス業
合同会社 Adhorizon 広告業

（株）ゴーウイング 広告業
東和GROUP（株） 飲食業

（株）FRONTIER 小売業
（株）安藤総合設備 建設業
星野木材（株） 卸売業
藤垣法律事務所 弁護士業
医療法人 ともしび会 医療機関

見
沼
区

合同会社 坂本企画 建設業
（株）AOSHINREIKI　HD 冷蔵・冷凍機器の販売

北
区

関東防水（株） 建設業
武蔵メンテナンス（株） 工事業

（株）ＥＳＴ 配送業
（株）サンプラン 不動産業
（株）えん道測量設計 測量業務
SFCサポート 合同会社 建築設計業
縁慶（株） 設備工事業
社会保険労務士法人 小山労務管理事務所 社会保険労務士業

（株）えん道エステート 不動産売買業

西
区

（株）ミハシ 建設業
（株）ケイ・ファースト 建築物内装等の解体工事業
サイテック（株） 土木工事業（造園工事業）
無垢スタイル建築設計（株） 建設業
ツーサン・コーポレーション ユニフォーム、卸売・小売業

そ
の
他（
県
内
）

合同会社 茶屋企画 飲食業
（株）EKリース リース業
（株）ジョイン 介護事業
（株）Sunny Side Be 鍼灸整骨院
（株）Be-Links コンサルティング業
（株）リベロランド 不動産業
松永　美奈子 保険代理店
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 http://shimizuen.co.jp
048-643-1234

   創業明治三年　大宮の結婚式場

本社オフィス
〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1 大宮ソラミチKOZ 11F
TEL：048-741-9300　FAX：048-641-5005

メディアコミュニケーションで笑顔を創る。
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